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Ⅲ－２ 障害児
しょうがいじ

 

 

 障 害 児
しょうがいじ

合 同
ごうどう

作 業
さぎょう

チーム
ち ー む

は、「障 害 者
しょうがいしゃ

制度
せいど

改 革
かいかく

の推 進
すいしん

のための基本的
きほんてき

な方 向 性
ほうこうせい

について」（平 成
へいせい

２２年
ねん

６月
がつ

２９日
にち

閣議
かくぎ

決 定
けってい

）で示
しめ

された次
つぎ

の

２点
てん

について、論 点
ろんてん

整理
せいり

をした。 

・地域
ちいき

の身近
みぢか

なところで提 供
ていきょう

されるべき障 害 児
しょうがいじ

やその保護者
ほごしゃ

に対
たい

する相 談
そうだん

支援
しえん

と療 育
りょういく

等
とう

の在
あ

り方
かた

について 

・障 害 児
しょうがいじ

への支援
しえん

が、利用
りよう

しやすい形
かたち

で提
てい

供
きょう

されるための具体的
ぐたいてき

方 策
ほうさく

に

ついて 

 

１．児童
じどう

福祉法
ふくしほう

関係
かんけい

 

 

【表 題
ひょうだい

】権利
けんり

擁護
ようご

 

【結 論
けつろん

】 

○  障 害 児
しょうがいじ

を含
ふくみ

むすべての子
こ

どもの基本的
きほんてき

権利
けんり

を保 障
ほしょう

する仕組
し く

みの創 設
そうせつ

が望
のぞ

まれることから、児童
じどう

福祉法
ふくしほう

でオンブズパーソン
お ん ぶ ず ぱ ー そ ん

を制度化
せいどか

するよう、

現 行 法
げんこうほう

に 基
もと

づく権利
けんり

擁護
ようご

システム
し す て む

の 検 証
けんしょう

を引
ひ

き 続
つづ

き 進
すす

め、 社 会
しゃかい

保 障 審
ほしょうしん

議会
ぎかい

児童
じどう

部会
ぶかい

に検 討
けんとう

の場
ば

を設
もう

け、制度
せいど

の在
あ

り方
かた

について検 討
けんとう

を

進
すす

めるべきである。 

 

【説 明
せつめい

】 

 子
こ

どもは、児童
じどう

福祉法
ふくしほう

に規定
きてい

されている理念
りねん

を踏
ふ

まえ、ひとしく愛護
あいご

されな

ければならないことはもとより、権利
けんり

の主 体
しゅたい

とされなければならない。障 害
しょうがい

の

有無
う む

や程度
ていど

にかかわらずすべての子
こ

どものための権利
けんり

擁護
ようご

の仕組
し く

みを市 町 村
しちょうそん

に設
もう

けるために、オンブズパーソン
お ん ぶ ず ぱ ー そ ん

を、国 連
こくれん

の児童
じどう

の権利
けんり

に関
かん

する委員会
いいんかい

の

勧 告
かんこく

（CRC/C/JPN/CO/3, 2010.6.）を踏
ふ

まえ、児童
じどう

福祉法
ふくしほう

での制度化
せいどか

を目指
め ざ

し

て検 討
けんとう

の場
ば

を設
もう

けるべきである。障 害 児
しょうがいじ

は、契 約
けいやく

当事者
とうじしゃ

が保護者
ほごしゃ

であり、

特
とく

に、施設
しせつ

への入 所
にゅうしょ

については家庭
かてい

生 活
せいかつ

を奪
うば

われることにもなるため、子
こ

ど

もの視点
してん

から最 善
さいぜん

の利益
りえき

を保 障
ほしょう

できる権利
けんり

擁護
ようご

の仕組
し く

みが必 要
ひつよう

である。既
き
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に自治体
じちたい

で取組
とりく

まれている先 行
せんこう

事例
じれい

等
とう

もあることから、社 会
しゃかい

保 障 審
ほしょうしん

議会
ぎかい

児童
じどう

部会
ぶかい

で検 討
けんとう

を進
すす

め、オンブズパーソン
お ん ぶ ず ぱ ー そ ん

の制度化
せいどか

を図
はか

るべきである。 

 

 

【表 題
ひょうだい

】早期
そうき

支援
しえん

 

【結 論
けつろん

】 

○ 母子
ぼ し

保健法
ほけんほう

に基
もと

づく障 害
しょうがい

の早期
そうき

発 見
はっけん

を、保健
ほけん

指導
しどう

や医 療
いりょう

の保 障
ほしょう

にと

どまらず、障 害 児
しょうがいじ

が地域
ちいき

の子
こ

どもとしての育
そだ

ちを保 障
ほしょう

されるよう、児童
じどう

福祉法
ふくしほう

の子育
こそだ

て支援
しえん

事 業
じぎょう

と連 携
れんけい

し実施
じっし

するべきである。 

 

○  健康診査
けんこうしんさ

等
とう

による要支援児
ようしえんじ

に対
たい

しては、家庭
かてい

への訪 問
ほうもん

・巡 回
じゅんかい

等
とう

、家庭
かてい

での育児
いくじ

支援
しえん

や児童
じどう

一 般
いっぱん

施策
しさく

の活 用
かつよう

を基本的
きほんてき

な在
あ

り方
かた

とし、児童
じどう

及
およ

び

保護者
ほごしゃ

の意思
い し

に基
もと

づいて、児童
じどう

発 達
はったつ

支援
しえん

センタ
せ ん た

ー、医 療
いりょう

機関
きかん

及
およ

び入 所
にゅうしょ

施設
しせつ

等
とう

を活 用
かつよう

できるよう児童
じどう

福祉法
ふくしほう

に定
さだ

める必 要
ひつよう

がある。 

 

【説 明
せつめい

】 

母子
ぼ し

保健法
ほけんほう

は、学 校
がっこう

保健
ほけん

安 全 法
あんぜんほう

、児童
じどう

福祉法
ふくしほう

等
とう

に基
もと

づく事 業
じぎょう

と協 調
きょうちょう

す

るよう規定
きてい

されているが、現 状
げんじょう

は、障 害
しょうがい

の発 見
はっけん

から療 育
りょういく

や特 別
とくべつ

支援
しえん

教 育
きょういく

へと「特 別
とくべつ

な支援
しえん

過程
かてい

」につながるだけのことが多
おお

い。障 害
しょうがい

の発 見
はっけん

を地域
ちいき

の

子育
こそだ

て支援
しえん

、さらに地域
ちいき

の学 校
がっこう

への就 学
しゅうがく

につなぐことの出来
で き

る制度
せいど

設 計
せっけい

が

必 要
ひつよう

である。 

 

 

【表 題
ひょうだい

】障 害
しょうがい

を理由
りゆう

に制 限
せいげん

されない一 般
いっぱん

児童
じどう

施策
しさく

 

【結 論
けつろん

】 

○ 児童
じどう

福祉法
ふくしほう

の保育所
ほいくしょ

の入 所
にゅうしょ

要 件
ようけん

には、障 害
しょうがい

を理由
りゆう

に利用
りよう

を制 限
せいげん

する

規定
きてい

がないことを踏
ふ

まえ、今後
こんご

の「総 合
そうごう

施設
しせつ

（仮 称
かしょう

）」及
およ

び「こども園
えん

給 付
きゅうふ

（仮 称
かしょう

）」の制度化
せいどか

において、障 害 児
しょうがいじ

の入 園
にゅうえん

が拒否
きょひ

されないように応 諾
おうだく

義務
ぎ む

を課
か

す必 要
ひつよう

がある。また、必 要
ひつよう

な支援
しえん

が確保
かくほ

されるよう、必 要
ひつよう

な規定
きてい
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を児童
じどう

福祉法
ふくしほう

、「総 合
そうごう

施設法
しせつほう

（仮 称
かしょう

）」及
およ

び「こども園
えん

給 付
きゅうふ

（仮 称
かしょう

）」

に係
かか

る新 法
しんぽう

に設
もう

ける必 要
ひつよう

がある。 

 

○ 障 害 児
しょうがいじ

が、児童
じどう

福祉法
ふくしほう

の放課後
ほうかご

児童
じどう

クラブ
く ら ぶ

への参加
さんか

を希望
きぼう

する場合
ばあい

には、

障 害
しょうがい

を理由
りゆう

に拒否
きょひ

されるべきではない。また、指導員
しどういん

の加配
かはい

や医 療 的
いりょうてき

ケア
け あ

を必 要
ひつよう

とする子
こ

どもには看護師
かんごし

の配置
はいち

や移動
いどう

支援
しえん

等
とう

、必 要
ひつよう

な支援
しえん

が講
こう

じ

られるべきである。 

 

【説 明
せつめい

】 

 児童
じどう

一 般
いっぱん

施策
しさく

と障 害 児
しょうがいじ

施策
しさく

の両 方
りょうほう

があることによって、障 害 児
しょうがいじ

が児童
じどう

一 般
いっぱん

施策
しさく

を利用
りよう

しにくい、あるいは利用
りよう

できないということがないようにする

べきである。 

子
こ

ども・子育
こそだ

て新システム
し ん し すて む

の「子
こ

ども・子育
こそだ

て会議
かいぎ

(仮 称
かしょう

)」や「新システム
し ん し すて む

事 業
じぎょう

計 画
けいかく

( 仮 称
かしょう

)」等
とう

も、上 記
じょうき

の理念
りねん

の 下
した

に検 討
けんとう

が 進
すす

められるよう

障 害 児
しょうがいじ

、家族
かぞく

及
およ

び支援者
しえんしゃ

が参 画
さんかく

し、障 害
しょうがい

を理由
りゆう

に利用
りよう

が拒否
きょひ

されないよ

う、かつ、必 要
ひつよう

な支援
しえん

が確保
かくほ

されるよう児童
じどう

福祉法
ふくしほう

、「総 合
そうごう

施設法
しせつほう

（仮 称
かしょう

）」

及
およ

び「こども園
えん

給 付
きゅうふ

（仮 称
かしょう

）」が制度化
せいどか

されるべきである。放課後
ほうかご

児童
じどう

クラブ
く ら ぶ

についても、同 様
どうよう

に整備
せいび

されるべきである。 

 

 

【表 題
ひょうだい

】療 育
りょういく

 

【結 論
けつろん

】 

○ 障 害 者
しょうがいしゃ

基本法
きほんほう

の「可能
かのう

な限
かぎ

りその身近
みぢか

な場所
ばしょ

において療 育
りょういく

その他
た

これ

に関 連
かんれん

する支援
しえん

を受
う

けられるようにするため」の規定
きてい

を踏
ふ

まえ、児童
じどう

福祉法
ふくしほう

の療 育
りょういく

の規定
きてい

を整理
せいり

するべきである。 

 

○ 地域
ちいき

社 会
しゃかい

の身近
みぢか

な場所
ばしょ

において専 門 性
せんもんせい

の高
たか

い療 育
りょういく

（障 害 児
しょうがいじ

に対
たい

す

る発 達
はったつ

支援
しえん

、育児
いくじ

支援
しえん

、相 談
そうだん

支援
しえん

及
およ

び医 療 的
いりょうてき

支援
しえん

）を利用
りよう

できるように、

児童
じどう

福祉法
ふくしほう

の見直
みなお

しを行
おこな

う必 要
ひつよう

がある。 



127 

 

 

【説 明
せつめい

】 

 障 害 児
しょうがいじ

の個々
こ こ

の特 性
とくせい

を踏
ふ

まえた専 門 性
せんもんせい

の高
たか

い療 育
りょういく

を身近
みぢか

な地域
ちいき

で得
え

られるようにすべきである。児童
じどう

福祉法
ふくしほう

に「療 育
りょういく

の指導
しどう

等
とう

」が規定
きてい

されてい

るが、規定
きてい

の仕方
しかた

が狭
せま

いため、地域
ちいき

社 会
しゃかい

の身近
みぢか

な場所
ばしょ

で、思春期
ししゅんき

までの継 続
けいぞく

した療 育
りょういく

が利用
りよう

できるように整理
せいり

すべきである。 

 

 

【表 題
ひょうだい

】通 所
つうしょ

による支援
しえん

 

【結 論
けつろん

】 

○ 児童
じどう

発 達
はったつ

支援
しえん

センタ
せ ん た

ーは、地域
ちいき

の障 害 児
しょうがいじ

を受
う

け入
い

れ、専 門 的
せんもんてき

療 育
りょういく

を

行
おこな

うのみならず、 積 極 的
せっきょくてき

に地域
ちいき

に出向
で む

いて、家庭
かてい

や児童
じどう

クラブ
く ら ぶ

等
とう

で

障 害 児
しょうがいじ

支援
しえん

を行
おこな

うことができるよう児童
じどう

福祉法
ふくしほう

の必 要
ひつよう

な見直
みなお

しを行
おこな

う

ことが必 要
ひつよう

である。 

 

○ 地域
ちいき

における障 害 児
しょうがいじ

支援
しえん

の機能
きのう

強 化
きょうか

を促 進
そくしん

するために、保育所
ほいくじょ

等
とう

訪 問
ほうもん

支援
しえん

事 業
じぎょう

、巡 回
じゅんかい

支援
しえん

専 門 員
せんもんいん

整備
せいび

事 業
じぎょう

及
およ

び障 害 児
しょうがいじ

等
とう

療 育
りょういく

支援
しえん

事 業
じぎょう

の拡 充
かくじゅう

を図
はか

るとともに、障 害 児
しょうがいじ

支援
しえん

の専 門 性
せんもんせい

を相互
そうご

に 提 供
ていきょう

し

合
あ

えるようにするべきである。そのために、保育所
ほいくじょ

等
とう

訪 問
ほうもん

支援
しえん

事 業
じぎょう

の

対 象
たいしょう

に児童
じどう

発 達
はったつ

支援
しえん

事 業
じぎょう

および同センタ
どうせんた

ーも加
くわ

えることが求
もと

められる。 

 

○  児童
じどう

発 達
はったつ

支援
しえん

センタ
せ ん た

ーは、様 々
さまざま

なニーズ
に ー ず

のある障 害 児
しょうがいじ

に対 応
たいおう

できる

職 員
しょくいん

配置
はいち

基 準
きじゅん

が必 要
ひつよう

であるため、保育士
ほいくし

及
およ

び児童
じどう

指導員
しどういん

に加
くわ

え、看護師
かんごし

や療 法 士
りょうほうし

等
とう

の専 門
せんもん

職
しょく

を適 正
てきせい

に配置
はいち

できるようにする。 

 

【説 明
せつめい

】 

障 害 児
しょうがいじ

が地域
ちいき

の身近
みぢか

な場所
ばしょ

で、必 要
ひつよう

な支援
しえん

が利用
りよう

できるようにするために

は、児童
じどう

発 達
はったつ

支援
しえん

センタ
せ ん た

ー等
とう

の機能
きのう

強 化
きょうか

が必 要
ひつよう

になっている。とりわけ、

人 口
じんこう

過疎
か そ

地域
ちいき

においては、深 刻
しんこく

な課題
かだい

である。機能
きのう

強 化
きょうか

のために、児童
じどう

発 達
はったつ
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支援
しえん

センタ
せ ん た

ーが地域
ちいき

に出向
で む

いて支援
しえん

を行
おこな

えるようにすべきである。また、これ

まで障 害 児
しょうがいじ

通 園
つうえん

施設
しせつ

が障 害
しょうがい

種 別
しゅべつ

に分
わ

かれて培
つちか

ってきた「専 門 性
せんもんせい

」を、他
ほか

の児童
じどう

発 達
はったつ

支援
しえん

センタ
せ ん た

ーや放課後
ほうかご

等
とう

デイサービス
で い さ ー び す

事 業 所
じぎょうしょ

等
とう

に提
つつみ

供
きょう

して

相互
そうご

のレベルアップ
れ べ る あ っ ぷ

を 図
はか

ることに 加
くわ

え、福祉型
ふくしがた

センタ
せ ん た

ーには看護師
かんごし

や

療 法 士
りょうほうし

等
とう

を、医 療 型
いりょうかた

センタ
せ ん た

ーには保育士
ほいくし

等
とう

の必 要
ひつよう

な職 員
しょくいん

を確保
かくほ

して

発 達
はったつ

支援
しえん

機能
きのう

を向
むかい

上
のぼ

させるべきである。 

 

 

【表 題
ひょうだい

】障 害 児
しょうがいじ

入 所
にゅうしょ

支援
しえん

 

【結 論
けつろん

】 

○ 障 害 児
しょうがいじ

の自立
じりつ

生 活
せいかつ

にむけて、「自立
じりつ

支援
しえん

計 画
けいかく

」の策 定
さくてい

を障 害 児
しょうがいじ

入 所
にゅうしょ

施設
しせつ

に義務付
ぎ む づ

けること。その根 拠
こんきょ

規定
きてい

を児童
じどう

福祉法
ふくしほう

、児童
じどう

福祉
ふくし

施設
しせつ

最 低
さいてい

基 準
きじゅん

に設
もう

け、運 営
うんえい

ガイドライン
が い ど ら い ん

を整備
せいび

するべきである。 

 

○ 入 所
にゅうしょ

時
とき

、入 所 後
にゅうしょご

であっても、地域
ちいき

の子
こ

どもとして意識
いしき

されるよう、児童
じどう

相 談 所
そうだんじょ

等
とう

に加
くわ

え、市 町 村
しちょうそん

も関与
かんよ

できるようにすべきである。 

 

○ 地域
ちいき

生 活
せいかつ

への移行
いこう

にあたっては、在 宅
ざいたく

生 活
せいかつ

が可能
かのう

となるよう地域
ちいき

資源
しげん

を整備
せいび

し、家庭
かてい

に帰
かえ

れない場合
ばあい

でも、障 害 児
しょうがいじ

専 門
せんもん

の里 親
さとおや

制度
せいど

の拡 充
かくじゅう

や

障 害 児
しょうがいじ

を対 象
たいしょう

とするファミリーホーム
ふ ぁ み り ー ほ ー む

など、できるだけ家庭
かてい

に近
ちか

い養 育
よういく

環 境
かんきょう

を整備
せいび

すべきである。また障 害 児
しょうがいじ

入 所
にゅうしょ

施設
しせつ

の小規模化
しょうきぼか

やユニット化
ゆ に っ と か

を促 進
そくしん

することが求
もと

められる。 

 

○ 新生児
しんせいじ

集 中
しゅうちゅう

治 療 室
ちりょうしつ

（NICU）から在 宅
ざいたく

生 活
せいかつ

への移行
いこう

において、障 害
しょうがい

が

発 見
はっけん

された直 後
ちょくご

の親
おや

に対
たい

するカウンセリング
か う ん せ り ん ぐ

や、養 育
よういく

指導
しどう

等
とう

の移行
いこう

支援
しえん

を担
にな

っている医 療 型
いりょうかた

障 害 児
しょうがいじ

入 所
にゅうしょ

施設
しせつ

の母子
ぼ し

入 園
にゅうえん

支援
しえん

は、有 効
ゆうこう

で

あることから、これを拡 充
かくじゅう

するべきである。 

 

○  入 所
にゅうしょ

施設
しせつ

は、社 会
しゃかい

資源
しげん

の一
ひと

つとして、保育所
ほいくじょ

を含
ふく

む地域
ちいき

機関
きかん

や家庭
かてい

へ
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の訪 問
ほうもん

、巡 回 型
じゅんかいがた

の支援
しえん

が行
おこな

えるようにし、すべての障 害 児
しょうがいじ

入 所
にゅうしょ

施設
しせつ

に

ショートステイ枠
し ょ ー と す て い わ く

を増 設
ぞうせつ

するべきである。 

 

【説 明
せつめい

】 

 児童
じどう

養護
ようご

施設
しせつ

等
とう

に義務付
ぎ む づ

けられている自立
じりつ

支援
しえん

計 画
けいかく

は、障 害 児
しょうがいじ

入 所
にゅうしょ

施設
しせつ

には義務付
ぎ む づ

けられていない。障 害 児
しょうがいじ

入 所
にゅうしょ

施設
しせつ

に、児童
じどう

相 談 所
そうだんじょ

等
とう

との協 議
きょうぎ

にもとづき将 来
しょうらい

の自立
じりつ

生 活
せいかつ

に向
む

けた「自立
じりつ

支援
しえん

計 画
けいかく

」の策 定
さくてい

を義務化
ぎ む か

する

べきである。地域
ちいき

の子
こ

どもとして育
そだ

つことができるよう、市 町 村
しちょうそん

も入 所
にゅうしょ

決 定
けってい

等
とう

で関与
かんよ

できるようにし、長 期
ちょうき

休 暇
きゅうか

等
とう

のように自宅
じたく

で過
す

ごす際
さい

に、

措置
そ ち

で入 所
にゅうしょ

した子
こ

どもであっても居 宅
きょたく

サービス
さ ー び す

等
とう

、必 要
ひつよう

なサービス
さ ー び す

を利用
りよう

できるようにすべきである。 

 

入 所
にゅうしょ

施設
しせつ

は、小規模化
しょうきぼか

し、できるだけ家庭
かてい

に近
ちか

い環 境
かんきょう

で養 育
よういく

できるよう

整備
せいび

するべきである。そのために、地域
ちいき

移行
いこう

が可能
かのう

となるようショートステイ枠
し ょ ー と す て い わ く

の創 設
そうせつ

やファミリーホーム
ふ ぁ み り ー ほ ー む

等
とう

の環 境
かんきょう

整備
せいび

が必 要
ひつよう

である。 

 

【表 題
ひょうだい

】地域
ちいき

の身近
みぢか

な場所
ばしょ

での相 談
そうだん

支援
しえん

体 制
たいせい

 

【結 論
けつろん

】 

○ 相 談
そうだん

支援
しえん

は、障 害
しょうがい

が特 定
とくてい

されない時期
じ き

から、身近
みぢか

な地域
ちいき

の通
かよ

いやすい場
ば

で提
てい

供
きょう

されるようにすべきである。障 害 児
しょうがいじ

に固有
こゆう

のサービス
さ ー び す

と児童
じどう

一 般
いっぱん

施策
しさく

との併 行
へいこう

利用
りよう

に当
あ

たっては、相 談
そうだん

支援事
しえんこと

業 者
ぎょうしゃ

でのサービス
さ ー び す

利用
りよう

の

手 続
てつづき

を簡素化
かんそか

し、本 人
ほんにん

・保護者
ほごしゃ

の同意
どうい

に基
もと

づいて福祉
ふくし

サービス
さ ー び す

の代理
だいり

申 請
しんせい

を 可能
かのう

に す る こ と な ど 、 障 害 児
しょうがいじ

と 家族
かぞく

の た め の 利便
りべん

の た め の

ワンストップ化
わ ん す と っ ぷ か

を進
すす

めることが求
もと

められる。 

 

○  地域
ちいき

子育
こそだ

て支援
しえん

拠 点
きょてん

事 業
じぎょう

に、専 門 的
せんもんてき

な研 修
けんしゅう

を受
う

けた相 談
そうだん

支援員
しえんいん

を

職 員
しょくいん

として配置
はいち

し、 障 害 児
しょうがいじ

相 談
そうだん

支援
しえん

事 業 所
じぎょうしょ

と 連 携
れんけい

を 図
はか

ることが

必 要
ひつよう

である。 
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【説 明
せつめい

】 

 相 談
そうだん

支援
しえん

は、地域
ちいき

の身近
みぢか

な場所
ばしょ

においてワンストップ型
わ ん す と っ ぷ が た

で提
てい

供
きょう

されなけれ

ばならない。相 談
そうだん

支援事
しえんこと

業 者
ぎょうしゃ

でのサービス
さ ー び す

利用
りよう

の手 続
てつづき

の簡素化
かんそか

が必 要
ひつよう

で

ある。また、障 害 児
しょうがいじ

の相 談
そうだん

に対 応
たいおう

できる職 員
しょくいん

の養 成
ようせい

が必 要
ひつよう

である。 

 

 

【表 題
ひょうだい

】ケアマネジメント
け あ ま ね じ め ん と

と「個別
こべつ

支援
しえん

計 画
けいかく

」 

【結 論
けつろん

】 

○ 「個別
こべつ

支援
しえん

計 画
けいかく

」は、障 害 児
しょうがいじ

・家族
かぞく

にとって身近
みぢか

な地域
ちいき

における支援
しえん

を

利用
りよう

しやすくするため、福祉
ふくし

、教 育
きょういく

、医 療
いりょう

等
とう

の利用
りよう

するサービス
さ ー び す

を一
ひと

つ

の計 画
けいかく

として障 害 児
しょうがいじ

相 談
そうだん

支援
しえん

事 業 所
じぎょうしょ

が策 定
さくてい

するべきである。６カ月
かげつ

程度
ていど

の適 当
てきとう

な期間
きかん

で見直
みなお

され、中 期
ちゅうき

・長 期 的
ちょうきてき

な見通
みとお

しをもちつつ、支援
しえん

の

調 整
ちょうせい

、改 善
かいぜん

が図
はか

られケアマネジメント
け あ ま ね じ め ん と

されるよう児童
じどう

福祉法
ふくしほう

の必 要
ひつよう

な

見直
みなお

しを行
おこな

うことが求
もと

められる。 

 

○ 「個別
こべつ

支援
しえん

計 画
けいかく

は、必 要
ひつよう

とする支援
しえん

を受
う

けつつ、障 害 児
しょうがいじ

が意思
い し

（自己
じ こ

）

決 定
けってい

したものに基
もと

づき、策 定
さくてい

されるべきである。個別
こべつ

支援
しえん

計 画
けいかく

に障 害 児
しょうがいじ

の意見
いけん

表 明
ひょうめい

の欄
らん

を設
もう

け、被
ひ

虐 待
ぎゃくたい

児童
じどう

の場合
ばあい

を除
のぞ

き、保護者
ほごしゃ

の同意
どうい

なくし

ては実 行
じっこう

できない仕組
し く

みの構 築
こうちく

が求
もと

められる。 

 

○ 乳幼児期
にゅうようじき

の「個別
こべつ

支援
しえん

計 画
けいかく

」は、保護者
ほごしゃ

・きょうだいへの支援
しえん

を含
ふく

むも

のとして策 定
さくてい

されるべきである。 

 

【説 明
せつめい

】 

 障 害 児
しょうがいじ

に対
たい

するケアマネジメント
け あ ま ね じ め ん と

は、単
たん

にサービス
さ ー び す

利用
りよう

計 画
けいかく

の策 定
さくてい

に

とどまらず福祉
ふくし

、教 育
きょういく

、医 療
いりょう

等
とう

の総 合 的
そうごうてき

な計 画
けいかく

として策 定
さくてい

され、必 要
ひつよう

な期間
きかん

で見直
みなお

され、サービス
さ ー び す

調 整
ちょうせい

を障 害 児
しょうがいじ

及
およ

び保護者
ほごしゃ

の同意
どうい

のもとに行
おこな

う

べきである。その際
さい

、「地域
ちいき

での育
そだ

ち」を促 進
そくしん

し、きょうだい支援
しえん

を含
ふく

めた

ものとするとともに、特
とく

に乳幼児期
にゅうようじき

には保護者
ほごしゃ

への「育児
いくじ

支援
しえん

」を含
ふく

めるべ
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きである。 

 

 

【表 題
ひょうだい

】要保護
ようほご

児童
じどう

対 策
たいさく

地 域 協
ちいききょう

議会
ぎかい

と地域
ちいき

生 活
せいかつ

支 援 協
しえんきょう

議会
ぎかい

の連 携
れんけい

 

【結 論
けつろん

】 

○  児童
じどう

福祉法
ふくしほう

の要保護
ようほご

児童
じどう

対 策
たいさく

地 域 協
ちいききょう

議会
ぎかい

と 障 害 者
しょうがいしゃ

総 合
そうごう

福祉法
ふくしほう

（仮 称
かしょう

）の地域
ちいき

生 活
せいかつ

支 援 協
しえんきょう

議会
ぎかい

（子
こ

ども部会
ぶかい

）とで検 討
けんとう

が重
かさ

なる子
こ

ど

もについては、保護者
ほごしゃ

の同意
どうい

の下
もと

に合 同
ごうどう

で協
きょう

議会
ぎかい

を持
も

てるようにすべきで

ある。 

 

【説 明
せつめい

】 

要保護
ようほご

児童
じどう

対 策
たいさく

地 域 協
ちいききょう

議会
ぎかい

と地域
ちいき

生 活
せいかつ

支 援 協
しえんきょう

議会
ぎかい

が、それぞれに

障 害 児
しょうがいじ

の検 討
けんとう

をするのではなく、一元化
いちげんか

すべきである。また、要保護
ようほご

児童
じどう

対 策
たいさく

地 域 協
ちいききょう

議会
ぎかい

の構
こう

成 員
せいいん

として、障 害 児
しょうがいじ

福祉
ふくし

関 係 者
かんけいしゃ

（障 害 児
しょうがいじ

相 談
そうだん

支援
しえん

事 業 所
じぎょうしょ

や児童
じどう

発 達
はったつ

支援
しえん

事 業 所
じぎょうしょ

等
とう

）が加
くわ

わり、検 討
けんとう

できる体 制
たいせい

を整
ととの

えるべきである。 

 

【表 題
ひょうだい

】家族
かぞく

支援
しえん

ときょうだい支援
しえん

 

【結 論
けつろん

】 

○ 障 害 児
しょうがいじ

が家族
かぞく

の一 員
いちいん

として、地域
ちいき

の子
こ

どもとして成 長
せいちょう

できるよう、児童
じどう

福祉法
ふくしほう

において育児
いくじ

支援
しえん

、家族
かぞく

支援
しえん

を行
おこな

うべきである。保育所
ほいくじょ

等
とう

訪 問
ほうもん

支援
しえん

事 業
じぎょう

の対 象
たいしょう

に「家庭
かてい

」を加
くわ

える必 要
ひつよう

がある。 

 

○ きょうだいのグループ
ぐ る ー ぷ

活 動
かつどう

等
とう

を支援
しえん

し、障 害 児
しょうがいじ

ときょうだいが一 緒
いっしょ

に

参加
さんか

できる事 業
じぎょう

を児童
じどう

発 達
はったつ

支援
しえん

センタ
せ ん た

ー等
とう

が実施
じっし

できるよう児童
じどう

福祉法
ふくしほう

の必 要
ひつよう

な見直
みなお

しを行
おこな

うべきである。 

 

【説 明
せつめい

】 

 障 害 児
しょうがいじ

のいる家庭
かてい

の孤立化
こりつか

を防
ふせ

ぐために、保育所
ほいくじょ

等
とう

訪 問
ほうもん

支援
しえん

事 業
じぎょう

の
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訪 問
ほうもん

対 象
たいしょう

に家庭
かてい

を加
くわ

え、保護者
ほごしゃ

への障 害
しょうがい

理解
りかい

、育児
いくじ

支援
しえん

、家族
かぞく

支援
しえん

等
とう

を行
おこな

うべきである。また、きょうだいへの支援
しえん

は現 在
げんざい

のところ事業化
じぎょうか

されていな

いことから、活 動
かつどう

支援
しえん

や一 緒
いっしょ

に参加
さんか

できるプログラム
ぷ ろ ぐ ら む

を実施
じっし

できるようにす

べきである。 

 

２．学校
がっこう

教育法
きょういくほう

関係
かんけい

 

 

【表 題
ひょうだい

】寄 宿 舎
きしゅくしゃ

 

【結 論
けつろん

】 

○  特 別
とくべつ

支援
しえん

学 校
がっこう

の寄 宿 舎
きしゅくしゃ

の本 来
ほんらい

の目 的
もくてき

は通 学
つうがく

を保 障
ほしょう

することにあ

り、自宅
じたく

のある地域
ちいき

社 会
しゃかい

から分離
ぶんり

されないよう運 用
うんよう

されるべきである。

寄 宿 舎
きしゅくしゃ

の実 態
じったい

を調 査
ちょうさ

し、地域
ちいき

社 会
しゃかい

への移行
いこう

に向
む

けた方 策
ほうさく

を検 討
けんとう

する

必 要
ひつよう

がある。 

 

【説 明
せつめい

】 

 寄 宿 舎
きしゅくしゃ

は本 来
ほんらい

広 域
こういき

学区
がっく

である特 別
とくべつ

支援
しえん

学 校
がっこう

への通 学
つうがく

保 障
ほしょう

のために

設置
せっち

されたものであるため、学 校
がっこう

が休
やす

みになる土
つち

・日
ひ

や長 期
ちょうき

休 暇
きゅうか

は家庭
かてい

に

戻
もど

るように、運 用
うんよう

されるべきである。寄 宿 舎
きしゅくしゃ

については、小 舎 制
しょうしゃせい

に再 編
さいへん

することや、ファミリーホーム
ふ ぁ み り ー ほ ー む

等
とう

から通 学
つうがく

できるようにすることも含
ふく

め、今後
こんご

の在
あ

り方
かた

を検 討
けんとう

すべきである。手話
しゅわ

等
とう

の 習
しゅう

得
とく

には一 定
いってい

の集 団
しゅうだん

形 成
けいせい

が

必 要
ひつよう

であるという指摘
してき

があることから、寄 宿 舎
きしゅくしゃ

の在
あ

り方
かた

を検 討
けんとう

する際
さい

に

はこの点
てん

を考 慮
こうりょ

する必 要
ひつよう

がある。 


